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	１ 事業者は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）その他関係法令および
	この契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、
	自立した日常生活を営むことができるよう、次のサービスを提供します。
	１ この契約の期間は、以下のとおりとします。
	１ 事業者は、利用者の日常生活全般の状況、心身の状況および希望を踏まえ利用者の 居宅サービス計画の内容に沿って、サービスの目標および目標を達成するための具体的サービス内容などを記載した個別サービス計画を作成します。個別サービス計画の作成に当たっては、事業者はその内容を利用者に説明し同意を得て交付します。
	１ 事業者が提供するサービスのうち、利用者が利用するサービスの内容
	利用回数、利用料は、契約書別紙（兼重要事項説明書）のとおりです。
	２ 利用者は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。
	この申し出があった場合、当該変更が居宅サービス計画の範囲内で可能であり、
	第１条に規定する契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、
	速やかにサービスの内容を変更します。
	１ 利用者は、事業者からサービスの提供を受けた時は、契約書別紙（兼重要事項説明書の記載に従い、事業者に対し利用者負担金を支払います。
	１ 事業者は、介護保険法その他関係法令の改正により、利用料の利用者負担金に
	変更が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期および変更後の金額を
	説明の上、変更後の利用者負担金を請求することができるものとします。
	ただし、利用者は、この変更に同意することができない場合には、本契約を
	解約することができます。
	１ 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上
	滞納した場合は、事業者は利用者に対し支払い期限を定め、当該期限までに
	滞納額の全額の支払いがない時はこの契約を解約する旨の催告をすることが
	できます。
	１ 利用者は、14日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでも
	この契約の解約を申し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は
	解約されます。
	２ 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず
	予告期間を設けることなく直ちにこの契約を解約できます。
	１ 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により14日間の予告期間
	をもって、この契約を解約することができます。
	１ 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
	１ 事業者は、サービスの提供にあたり、利用者又は利用者の家族の生命・身体・
	財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者又は利用者の家族に対して損害を
	賠償します。ただし、当該損害について事業者の責任を問えない場合はこの限り
	ではありません。
	１ 事業者および事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は
	利用者の家族の秘密および個人情報について、正当な理由がない限り、契約中
	および契約終了後においても、第三者には漏らしません。
	１ 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、契約書
	別紙（兼重要事項説明書）に記載された事業者の相談窓口および関係機関に
	対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
	１ 事業者は、サービスの提供に関する記録を整備し、完結の日から５年間
	保存します。
	１ 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他関係法令の定めるところ
	を尊重し、利用者および事業者の協議により定めます。

